
呉市地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱等の改正について
１ 概要

呉市地域包括ケアシステムを構成する次の事業の会議体について，並列的設置から体系的設置にす
るための改正を行った（令和3年12月）。これにより，各会議体の役割・連携機能を発揮させ，実効性
のある政策形成を図る。
(1)  呉市地域ケア会議
(2)  呉市在宅医療・介護連携推進事業
(3)  呉市認知症施策推進事業
(4)  呉市生活支援・介護予防サービス体制整備事業

２ 呉市生活支援・介護予防サービス体制整備推進協議体設置要綱の主な改正点（資料４参照）
(1)  第３条

呉市地域ケア会議の検討委員会に位置づけられたため，委員の指名を「市長」から「議長」に改
める。

(2)  第４条
実態としてほとんど委員変更がないため，委員の任期を削る。

(3)  第５条
呉市地域ケア会議の検討委員会に位置づけられたため，委員長の選出を「委員の互選」から「議長

が指名する」ことに改める。
(4) 第６条

会議の開催要件を削る。
(5)  第９条

その他必要な事項は，検討委員会の主体性を確保するため, 委員長が検討委員会に諮って定めるこ
とに改める。

資料１



【現状】

【改正後】

○ 各会議体間の情報共有・連携が少ない。
○ 各事業の課題解決型政策形成が関係者に
共有されにくい。

○ 会議体間の情報共有・連携・統合が促進
され，政策形成機能が充実

○ 頻回・多様な開催により，議論が活性化
（ 地域ケア推進会議議長が
委員長を任命）

【並列的設置】

【体系的設置】
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